
 

 

 

 

 

 

 

 

○ 規制の政策評価書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-307-



-308-



 
 

規制の政策評価 

 

１．財務省における規制の政策評価の実施方針について 

規制の新設・改廃を目的とする政策を決定しようとする際は、規制の質の向上

や、国民への説明責任を果たすことに資することを目的として、政策評価を行う

こととされています。 

規制によって発生する効果や負担を予測し、それを評価するため、「行政機関

が行う政策の評価に関する法律」及び「規制の政策評価の実施に関するガイドラ

イン」（平成19年８月24 日政策評価各府省連絡会議了承）に基づき、事前評価を

行っています。  

また、事前評価を行った規制に係る政策については、法令等に見直し条項（一

定期間経過後の当該規制の見直しを行う旨の条項）があるものについては、その

見直し時期、法令等に見直し条項がないものについては、見直し周期（最長５

年）を設定した時期において事後評価を行っています。 

なお、作成した評価書を含んだ「政策評価書」を、翌年度、作成しております。 

 

 

２．令和４年度における規制の政策評価の実施について 

 

事前評価書 

規制の名称 評価実施時期 評価結果 政策評価の結果の政策への反映状況 

暗号資産の制裁の抜け穴

としての悪用防止 

令和４年４月 別添１の 

通り 

評価結果を踏まえて、「外国為替

及び外国貿易法の一部を改正する法

律」が施行された（令和４年５月施

行）。 

資本取引規制の対象の拡

充等 

令和４年10月 別添２の 

通り 

評価結果を踏まえて、「国際的な

不正資金等の移動等に対処するため

の国際連合安全保障理事会決議第千

二百六十七号等を踏まえ我が国が実

施する国際テロリストの財産の凍結

等に関する特別措置法等の一部を改

正する法律」の本政策に対応する規

定が施行された（令和５年６月施

行）。 

外国為替取引等取扱業者

遵守基準の策定 

令和４年10月 別添３の 

通り 

評価結果を踏まえて、本政策を盛

り込んだ「国際的な不正資金等の移

動等に対処するための国際連合安全

保障理事会決議第千二百六十七号等
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を踏まえ我が国が実施する国際テロ

リストの財産の凍結等に関する特別

措置法等の一部を改正する法律」が

公布された（令和４年12月公布）。 

 

 

事後評価書 

規制の名称 評価実施時期 評価結果 政策評価の結果の政策への反映状況 

通関業制度の見直し 令和５年３月 別添４の 

通り 

評価結果を踏まえ、これまでの取

組を引き続き進めた。 
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規制の事前評価書（要旨） 

 
法律又は政令の名称 外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案 

規制の名称 暗号資産の制裁の抜け穴としての悪用防止 

規制の区分 新設、改正（拡充、緩和）、廃止 

担当部局 国際局調査課 

評価実施時期 令和４年４月 

規制の目的、内容及び必要性 本年２月下旬より、Ｇ７を始めとする国際社会と緊密に連携し、ロシア・ベラルーシの

個人・団体に対する資産凍結等、累次の制裁措置を実施している。今般の法改正は、暗号資
産が制裁の抜け穴として悪用されないよう、法的手当を講ずることで、制裁の実効性の更
なる強化を図るもの。 

現行法では、制裁対象者への暗号資産の移転は規制対象となっているが、制裁対象者か
ら第三者へ暗号資産を移転する取引等はカバーされていない。また、銀行等と異なり、暗
号資産交換業者には、制裁対象者に係る移転でないことを事前に確認する義務はない。暗

号資産が制裁の抜け穴として悪用されないよう、制裁の実効性を更に強化するための法的
手当を講ずる。具体的には、現行法で規制対象となっている制裁対象者への暗号資産の移
転に加え、制裁対象者から第三者へ暗号資産を移転する取引等も規制対象として捕捉する

とともに、銀行等と同様に、暗号資産交換業者に対し、制裁対象者に係る移転でないこと
を事前に確認する義務等を賦課することとしている。 

これは、現在でも多くの暗号資産交換業者において自主規制で対応されているところで

あるが、各国が規制をかけている中で、日本も各国と協調して、暗号資産が制裁の抜け穴
として悪用されないよう本法案において措置する。 

直接的な費用の把握 費用の要素 

③「遵守費用」は金銭価値化（少なくとも定量化は必須） 

 （遵守費用） 本案では、制裁対象者から第三者へ暗号資産を移転する取引等を規制対象として捕捉す
るとともに、暗号資産交換業者に対し、制裁対象者に係る移転でないことを事前に確認す
る義務を賦課することとしているが、これは既に多くの暗号資産交換業者において自主規

制で対応されているところ、暗号資産交換業者における遵守費用は一定程度織り込まれて
いる。 

（行政費用） ④規制緩和の場合、モニタリングの必要性など、「行政費用」の増加の可能性に留意 

制裁対象者から第三者へ暗号資産を移転する取引等を規制対象として捕捉するととも
に、暗号資産交換業者に対し、制裁対象者に係る移転でないことを事前に確認する義務を
賦課することにより、当局において発生する行政費用としては、外国為替及び外国貿易法

（昭和 24 年法律第 228 号。以下「外為法」という。）に基づく資本取引規制の対象となる
暗号資産取引に対する許可業務や暗号資産交換業者に課される義務の遵守状況のモニタリ
ングに要する費用がある。本行政費用は、取引件数及び個々の取引の内容によって異なる

ため、定量化や金銭価値化は困難である。 

直接的な効果（便益）の把握 便益の要素 

⑤効果の項目の把握と主要な項目の定量化は可能な限り必要 
暗号資産が制裁の抜け穴として悪用されないよう、制裁の実効性の更なる強化を図るこ

とにより、国際金融システムの安定を維持し、国際的信頼を保つことができる。 

⑥可能であれば便益（金銭価値化）を把握 
 本法律案により期待される効果である、制裁の実効性の更なる強化については、金銭価
値化することは困難である。 

⑦規制緩和の場合は、それにより削減される遵守費用額を便益として推計 
規制緩和措置には該当しない。 

副次的な影響及び 
波及的な影響の把握 

⑧当該規制による負の影響も含めた「副次的な影響及び波及的な影響」を把握することが
必要 

本規制による副次的な影響及び波及的な影響は、現在のところ想定できないが、本改正

後５年を経過した時点において、その施行状況等をモニタリングし検証する。 

費用と効果（便益）の関係 ⑨明らかとなった費用と効果（便益）の関係を分析し、効果（便益）が費用を正当化できる
か検証 

暗号資産が制裁の抜け穴として悪用されないよう、法的手当を講ずることで、制裁の実
効性の更なる強化を図ることにより、国際金融システムの安定を維持し、国際的信頼を保
つことができ、この効果は、費用を大きく上回ると考えられる。今回の法改正は、外為法の

取引の自由の原則に則っており、今回の規制により制限されるものは制裁に関するものに
限られている。顧客に制裁対象者がいないかの確認は、制裁対象者へ支払いを行うことが
ないよう、現状でも既に各暗号資産交換業者に求められている内容であること、また、制

裁対象者からの暗号資産の移転の依頼に際しての確認は、「顧客に制裁対象者がいないかの
確認」を実施していれば対応可能な内容であることを踏まえれば、暗号資産取引全体に与
える影響は僅少と考えられる。 

代替案との比較 ⑩代替案は規制のオプション比較であり、各規制案を費用・効果（便益）の観点から比較考
量し、採用案の妥当性を説明 

本年２月下旬より、Ｇ７を始めとする国際社会と緊密に連携し、ロシア・ベラルーシの
個人・団体に対する資産凍結等、累次の措置を実施している。今回の法改正は、暗号資産が
制裁の抜け穴として悪用されないよう、法的手当を講ずることで、制裁の実効性の更なる

強化を図るもの。 
 
（代替案：暗号資産交換業者による自主規制） 

 
 

別添１ 
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[費用・効果] 
 自主規制では法律上の義務を課すことができず、罰則により規制を担保することもでき
ないため、暗号資産が制裁の抜け穴として悪用されないよう制裁の実効性の更なる強化を

図るためには、本案によることが適当である。 
 
[本案と代替案の比較] 

 対外取引の正常な発展並びに我が国又は国際社会の平和及び安全の維持のための必要最
小限の管理又は調整を行うとの外為法の目的に照らし、本案を採用することが適当と判断
した。 

その他の関連事項 ⑪評価の活用状況等の明記 
関税・外国為替等審議会 外国為替等分科会を開催し、有識者からの意見を聴取した。 

事後評価の実施時期等 ⑫事後評価の実施時期の明記 
 本法律案による改正外為法の施行後５年を経過した時点において、その施行の状況を検
証し、必要があると認めるときは、本規定について検討を加える予定である。 

 
⑬事後評価の際、費用、効果（便益）及び間接的な影響を把握するための指標等をあらかじ
め明確にする。 

 本法律案による改正外為法の施行後の暗号資産交換業者における資産凍結等の実施状況
をモニタリングすることにより、費用対効果及び間接的影響を確認することとする。 

備考  
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【様式１】                            

規制の事前評価書 

 

法律又は政令の名称： 外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案           

規 制 の 名 称： 暗号資産の制裁の抜け穴としての悪用防止                          

規 制 の 区 分：新設、改正（拡充、緩和）、廃止 ※いずれかに○印を付す。 

  担 当 部 局： 国際局調査課                     

  評 価 実 施 時 期： 令和４年４月                         

 

 

１ 規制の目的、内容及び必要性 

① 規制を実施しない場合の将来予測（ベースライン） 

「規制の新設又は改廃を行わない場合に生じると予測される状況」について、明確かつ簡

潔に記載する。なお、この「予測される状況」は 5～10年後のことを想定しているが、課題

によっては、現状をベースラインとすることもあり得るので、課題ごとに判断すること。

（現状をベースラインとする理由も明記） 

 

本年２月下旬より、Ｇ７を始めとする国際社会と緊密に連携し、ロシア・ベラルーシの個人・

団体に対する資産凍結等、累次の制裁措置を実施している。今般の法改正は、暗号資産が制裁の

抜け穴として悪用されないよう、法的手当を講ずることで、制裁の実効性の更なる強化を図るも

の。規制を実施しない場合には、暗号資産が制裁の抜け穴として悪用される恐れがある。 

 

 

② 課題、課題発生の原因、課題解決手段の検討（新設にあっては、非規制手段との比較に

より規制手段を選択することの妥当性） 

課題は何か。課題の原因は何か。課題を解決するため「規制」手段を選択した経緯（効果

的、合理的手段として、「規制」「非規制」の政策手段をそれぞれ比較検討した結果、「規

制」手段を選択したこと）を明確かつ簡潔に記載する。 

 

［課題及びその原因］ 

 制裁対象者への暗号資産の移転は規制対象となっているが、制裁対象者から第三者へ暗号資産

を移転する取引等はカバーされていない。また、銀行等と異なり、暗号資産交換業者には、制裁

対象者に係る移転でないことを事前に確認する義務はない。 
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［課題解決手段の検討］ 

 暗号資産が制裁の抜け穴として悪用されないよう、制裁の実効性を更に強化するための法的手

当を講ずる。具体的には、現行法で規制対象となっている制裁対象者への暗号資産の移転に加え、

制裁対象者から第三者へ暗号資産を移転する取引等も規制対象として捕捉するとともに、銀行等

と同様に、暗号資産交換業者に対し、制裁対象者に係る移転でないことを事前に確認する義務等

を賦課することとしている。 

 これは、現在でも多くの暗号資産交換業者において自主規制で対応されているところである

が、各国が規制をかけている中で、日本も各国と協調して、暗号資産が制裁の抜け穴として悪用

されないよう本法案において措置する。 

 

 

２ 直接的な費用の把握 

③ 「遵守費用」は金銭価値化（少なくとも定量化は必須） 

「遵守費用」、「行政費用」について、それぞれ定量化又は金銭価値化した上で推計すること

が求められる。しかし、全てにおいて金銭価値化するなどは困難なことから、規制を導入した

場合に、国民が当該規制を遵守するため負担することとなる「遵守費用」については、特別な

理由がない限り金銭価値化を行い、少なくとも定量化して明示する。 

 

本案では、制裁対象者から第三者へ暗号資産を移転する取引等を規制対象として捕捉するとと

もに、暗号資産交換業者に対し、制裁対象者に係る移転でないことを事前に確認する義務を賦課

することとしているが、これは既に多くの暗号資産交換業者において自主規制で対応されている

ところ、暗号資産交換業者における遵守費用は一定程度織り込まれている。 

 

 

④ 規制緩和の場合、モニタリングの必要性など、「行政費用」の増加の可能性に留意 

規制緩和については、単に「緩和することで費用が発生しない」とするのではなく、緩和

したことで悪影響が発生していないか等の観点から、行政としてモニタリングを行う必要が

生じる場合があることから、当該規制緩和を検証し、必要に応じ「行政費用」として記載す

ることが求められる。 

 

制裁対象者から第三者へ暗号資産を移転する取引等を規制対象として捕捉するとともに、暗号

資産交換業者に対し、制裁対象者に係る移転でないことを事前に確認する義務を賦課することに

より、当局において発生する行政費用としては、外国為替及び外国貿易法（昭和 24年法律第 228

号。以下「外為法」という。）に基づく資本取引規制の対象となる暗号資産取引に対する許可業務

や暗号資産交換業者に課される義務の遵守状況のモニタリングに要する費用がある。本行政費用

は、取引件数及び個々の取引の内容によって異なるため、定量化や金銭価値化は困難である。 
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◆簡素化した評価手法による評価◆ 

別に定める要件を満たす場合は、簡素化した評価手法による評価を実施することができる。 

詳細は、「規制に係る政策評価の事務参考マニュアル」第三部参照 

 

３ 直接的な効果（便益）の把握 

⑤ 効果の項目の把握と主要な項目の定量化は可能な限り必要 

規制の導入に伴い発生する費用を正当化するために効果を把握することは必須である。定

性的に記載することは最低限であるが、可能な限り、規制により「何がどの程度どうなるの

か」、つまり定量的に記載することが求められる。 

 

暗号資産が制裁の抜け穴として悪用されないよう、制裁の実効性の更なる強化を図ることによ

り、国際金融システムの安定を維持し、国際的信頼を保つことができる。 

 

 

⑥ 可能であれば便益（金銭価値化）を把握 

把握（推定）された効果について、可能な場合は金銭価値化して「便益」を把握すること

が望ましい。 

 

本法律案により期待される効果である、制裁の実効性の更なる強化については、金銭価値化す

ることは困難である。 

 

 

⑦ 規制緩和の場合は、それにより削減される遵守費用額を便益として推計 

規制の導入に伴い要していた遵守費用は、緩和により消滅又は低減されると思われるが、

これは緩和によりもたらされる結果（効果）であることから、緩和により削減される遵守費

用額は便益として推計する必要がある。また、緩和の場合、規制が導入され事実が発生して

いることから、費用については定性的ではなく金銭価値化しての把握が強く求められてい

る。 

 

規制緩和措置には該当しない。 
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４ 副次的な影響及び波及的な影響の把握 

⑧ 当該規制による負の影響も含めた「副次的な影響及び波及的な影響」を把握するこ

とが必要 

副次的な影響及び波及的な影響を把握し、記載する。 

※ 波及的な影響のうち競争状況への影響については、「競争評価チェックリスト」の結

果を活用して把握する。 

 

本規制による副次的な影響及び波及的な影響は、現在のところ想定できないが、本改正後５年

を経過した時点において、その施行状況等をモニタリングし検証する。 

 

 

５ 費用と効果（便益）の関係 

⑨ 明らかとなった費用と効果（便益）の関係を分析し、効果（便益）が費用を正当化で

きるか検証 

上記２～４を踏まえ、費用と効果（便益）の関係を分析し、記載する。分析方法は以下の

とおり。 

① 効果（便益）が複数案間でほぼ同一と予測される場合や、明らかに効果（便益）の方

が費用より大きい場合等に、効果（便益）の詳細な分析を行わず、費用の大きさ及び負

担先を中心に分析する費用分析 

② 一定の定量化された効果を達成するために必要な費用を推計して、費用と効果の関係

を分析する費用効果分析 

③ 金銭価値化した費用と便益を推計して、費用と便益の関係を分析する費用便益分析 

 

暗号資産が制裁の抜け穴として悪用されないよう、法的手当を講ずることで、制裁の実効性の

更なる強化を図ることにより、国際金融システムの安定を維持し、国際的信頼を保つことができ、

この効果は、費用を大きく上回ると考えられる。今回の法改正は、外為法の取引の自由の原則に

則っており、今回の規制により制限されるものは制裁に関するものに限られている。顧客に制裁

対象者がいないかの確認は、制裁対象者へ支払いを行うことがないよう、現状でも既に各暗号資

産交換業者に求められている内容であること、また、制裁対象者からの暗号資産の移転の依頼に

際しての確認は、「顧客に制裁対象者がいないかの確認」を実施していれば対応可能な内容であ

ることを踏まえれば、暗号資産取引全体に与える影響は僅少と考えられる。 
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６ 代替案との比較 

⑩ 代替案は規制のオプション比較であり、各規制案を費用・効果（便益）の観点から 

比較考量し、採用案の妥当性を説明 

代替案とは、「非規制手段」や現状を指すものではなく、規制内容のオプション（度合

い）を差し、そのオプションとの比較により導入しようとする規制案の妥当性を説明する。 

 

 本年２月下旬より、Ｇ７を始めとする国際社会と緊密に連携し、ロシア・ベラルーシの個人・

団体に対する資産凍結等、累次の措置を実施している。今回の法改正は、暗号資産が制裁の抜け

穴として悪用されないよう、法的手当を講ずることで、制裁の実効性の更なる強化を図るもの。 

 

（代替案：暗号資産交換業者による自主規制） 

[費用・効果] 

自主規制では法律上の義務を課すことができず、罰則により規制を担保することもできないた

め、暗号資産が制裁の抜け穴として悪用されないよう制裁の実効性の更なる強化を図るために

は、本案によることが適当である。 

 

[本案と代替案の比較] 

対外取引の正常な発展並びに我が国又は国際社会の平和及び安全の維持のための必要最小限

の管理又は調整を行うとの外為法の目的に照らし、本案を採用することが適当と判断した。 

 

 

７ その他の関連事項 

⑪ 評価の活用状況等の明記 

規制の検討段階やコンサルテーション段階で、事前評価を実施し、審議会や利害関係者から

の情報収集などで当該評価を利用した場合は、その内容や結果について記載する。また、評価

に用いたデータや文献等に関する情報について記載する。 

 

関税・外国為替等審議会 外国為替等分科会を開催し、有識者からの意見を聴取した。 
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８ 事後評価の実施時期等 

⑫ 事後評価の実施時期の明記 

事後評価については、規制導入から一定期間経過後に、行われることが望ましい。導入した

規制について、費用、効果（便益）及び間接的な影響の面から検証する時期を事前評価の時点

で明確にしておくことが望ましい。 

なお、実施時期については、規制改革実施計画（平成 26 年６月 24 日閣議決定）を踏まえる

こととする。 

 

本法律案による改正外為法の施行後５年を経過した時点において、その施行の状況を検証し、

必要があると認めるときは、本規定について検討を加える予定である。 

 

⑬ 事後評価の際、費用、効果（便益）及び間接的な影響を把握するための指標等をあら

かじめ明確にする。 

事後評価の際、どのように費用、効果（便益）及び間接的な影響を把握するのか、その把握

に当たって必要となる指標を事前評価の時点で明確にしておくことが望ましい。規制内容に

よっては、事後評価までの間、モニタリングを行い、その結果を基に事後評価を行うことが必

要となるものもあることに留意が必要 

  

本法律案による改正外為法の施行後の暗号資産交換業者における資産凍結等の実施状況をモ

ニタリングすることにより、費用対効果及び間接的影響を確認することとする。 
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規制の事前評価書（要旨） 

 
法律又は政令の名称 国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十

七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の

一部を改正する法律案 

規制の名称 資本取引規制の対象の拡充等  

規制の区分 新設、改正（拡充、緩和）、廃止 

担当部局 財務省国際局調査課 

評価実施時期 令和４年 10 月 

規制の目的、内容及び必要性 本年４月の外国為替及び外国貿易法（昭和 24 年法律第 228 号。以下「外為法」という。）
の改正により、暗号資産が制裁の抜け穴として悪用されないよう、法的手当を講ずること

で、制裁の実効性の確保を図った。今般の外為法改正は本年６月に成立した安定的かつ効
率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律
（令和４年３月４日提出、令和４年６月３日成立。以下「改正資金決済法」という。）にお

いて新設される、電子決済手段（いわゆるステーブルコイン）及び電子決済手段等取引業
者に対して、暗号資産および暗号資産交換業者と同様の法的手当てを講ずるもの。規制を
実施しない場合には、電子決済手段が制裁の抜け穴として悪用されるおそれがある。 

直接的な費用の把握 費用の要素 

③「遵守費用」は金銭価値化（少なくとも定量化は必須） 

 （遵守費用） 本案では、制裁対象者から第三者へ電子決済手段等を移転する取引等を規制対象として
追加するとともに、電子決済手段等取引業者に対し、制裁対象者に係る移転でないことを

事前に確認する義務を課すこととしている。電子決済手段等取引業者は改正資金決済法の
施行に伴い創設される業種であるものの、既に同等の規制を銀行等や資金移動業者（以下、
「金融機関等」という）に対して課しているものであることを踏まえれば、電子決済手段

等取引業者にとって遵守費用は一定程度見通しの立つものとなっている一方で、現時点で
電子決済手段の取引実態を事前に予測することは困難であるため、遵守費用の定量化や金
銭価値化は困難である。 

（行政費用） ④規制緩和の場合、モニタリングの必要性など、「行政費用」の増加の可能性に留意 
本案では、制裁対象者から第三者へ電子決済手段等を移転する取引等を規制対象として

追加するとともに、電子決済手段等取引業者に対し、制裁対象者に係る移転でないことを

事前に確認する義務を課すことにより、当局において発生する行政費用としては、外為法
に基づく資本取引規制の対象となる電子決済手段等取引に対する許可業務や電子決済手段
等取引業者に課される義務の遵守状況のモニタリングに要する費用がある。本行政費用は、

電子決済手段等取引業者が改正資金決済法の施行に伴い創設される業種であり、取引件数
及び個々の取引の内容によって異なるため、定量化や金銭価値化は困難である。 

直接的な効果（便益）の把握 便益の要素 

⑤効果の項目の把握と主要な項目の定量化は可能な限り必要 
本年６月に成立した改正資金決済法において新設される、電子決済手段及び電子決済手段

等取引業者に対して、暗号資産および暗号資産交換業者と同様の法的手当てを講ずること
により、制裁の実効性の確保、国際金融システムの安定の維持及び国際的信頼の確保を図
ることができる。 

⑥可能であれば便益（金銭価値化）を把握 
 本案により期待される効果である、制裁の実効性の確保等については、金銭価値化する
ことは困難である。 

⑦規制緩和の場合は、それにより削減される遵守費用額を便益として推計 
本案は、規制緩和措置には該当しない。 

副次的な影響及び 
波及的な影響の把握 

⑧当該規制による負の影響も含めた「副次的な影響及び波及的な影響」を把握することが
必要 

本案による副次的な影響及び波及的な影響は、現在のところ想定できないが、改正外為

法全体の施行後５年を経過した時点において、その施行状況等をモニタリングし検証する。 

費用と効果（便益）の関係 ⑨明らかとなった費用と効果（便益）の関係を分析し、効果（便益）が費用を正当化できる
か検証 

本年６月に成立した改正資金決済法において新設される、電子決済手段及び電子決済手
段等取引業者に対して、暗号資産および暗号資産交換業者と同様の法的手当てを講ずるこ
とにより、制裁の実効性の確保、国際金融システムの安定の維持及び国際的信頼の確保を

図ることができ、この効果は、費用を大きく上回ると考えられる。今回の法改正は、外為法
の取引の自由の原則に則っており、今回の規制により制限されるものは制裁に関するもの
に限られている。顧客に制裁対象者がいないかの確認は、制裁対象者へ支払いを行うこと

がないよう、現状でも既に金融機関等に求められている内容と同等のものであり、また、
制裁対象者からの電子決済手段の移転の依頼に際しての確認は、「顧客に制裁対象者がいな
いかの確認」を実施していれば対応可能な内容であることを踏まえれば、電子決済手段取

引全体に与える影響は僅少と考えられる。 

代替案との比較 ⑩代替案は規制のオプション比較であり、各規制案を費用・効果（便益）の観点から比較考

量し、採用案の妥当性を説明 
本年６月に成立した改正資金決済法において新設される、電子決済手段及び電子決済手

段等取引業者に対して、暗号資産および暗号資産交換業者と同様の法的手当てを講ずるこ

とで、制裁の実効性の確保、国際金融システムの安定の維持及び国際的信頼の確保を図る
もの。 
 

（代替案：電子決済手段等取引業者による自主規制） 
 

別添２ 
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[費用・効果] 
 自主規制では法律上の義務を課すことができず、罰則により規制を担保することもでき
ないため、電子決済手段が制裁の抜け穴として悪用されないよう制裁の実効性の確保等を

図るためには、本案によることが適当である。 
 
[本案と代替案の比較] 

 対外取引の正常な発展並びに我が国又は国際社会の平和及び安全の維持のための必要最
小限の管理又は調整を行うとの外為法の目的に照らし、本案を採用することが適当と判断
した。 

その他の関連事項 ⑪評価の活用状況等の明記 
関税・外国為替等審議会 外国為替等分科会を開催し、有識者からの意見を聴取した。 

事後評価の実施時期等 ⑫事後評価の実施時期の明記 
 改正外為法全体の施行後５年を経過した時点において、その施行の状況を検証し、必要
があると認めるときは、本規定について検討を加える予定である。 

 
⑬事後評価の際、費用、効果（便益）及び間接的な影響を把握するための指標等をあらかじ
め明確にする。 

 改正外為法全体の施行後の電子決済手段等取引業者における資産凍結等の実施状況をモ
ニタリングすることにより、費用対効果及び間接的影響を確認することとする。 

備考  
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【様式１】                            

規制の事前評価書 

 

法律又は政令の名称： 国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決

議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措

置法等の一部を改正する法律案 

規 制 の 名 称： 資本取引規制の対象の拡充等               

規 制 の 区 分：新設、改正（拡充、緩和）、廃止 ※いずれかに○印を付す。 

  担 当 部 局： 財務省国際局調査課              

  評 価 実 施 時 期： 令和４年 10 月                      

 

 

１ 規制の目的、内容及び必要性 

① 規制を実施しない場合の将来予測（ベースライン） 

「規制の新設又は改廃を行わない場合に生じると予測される状況」について、明確かつ簡

潔に記載する。なお、この「予測される状況」は 5～10年後のことを想定しているが、課題

によっては、現状をベースラインとすることもあり得るので、課題ごとに判断すること。

（現状をベースラインとする理由も明記） 

 

 本年４月の外国為替及び外国貿易法（昭和 24年法律第 228 号。以下「外為法」という。）の改

正により、暗号資産が制裁の抜け穴として悪用されないよう、法的手当を講ずることで、制裁の

実効性の確保を図った。今般の外為法改正は本年６月に成立した安定的かつ効率的な資金決済制

度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律（令和４年３月４日提出、

令和４年６月３日成立。以下「改正資金決済法」という。）において新設される、電子決済手段

（いわゆるステーブルコイン）及び電子決済手段等取引業者に対して、暗号資産および暗号資産

交換業者と同様の法的手当てを講ずるもの。規制を実施しない場合には、電子決済手段が制裁の

抜け穴として悪用されるおそれがある。 

 

 

② 課題、課題発生の原因、課題解決手段の検討（新設にあっては、非規制手段との比較に

より規制手段を選択することの妥当性） 

課題は何か。課題の原因は何か。課題を解決するため「規制」手段を選択した経緯（効果

的、合理的手段として、「規制」「非規制」の政策手段をそれぞれ比較検討した結果、「規

制」手段を選択したこと）を明確かつ簡潔に記載する。 
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［課題及びその原因］ 

 制裁対象者への電子決済手段の移転は規制対象となっているが、制裁対象者から第三者へ電子

決済手段を移転する取引等はカバーされていない。また、銀行等と異なり、電子決済手段等取引

業者には、制裁対象者に係る移転でないことを事前に確認する義務はない。 

［課題解決手段の検討］ 

 電子決済手段が制裁の抜け穴として悪用されないよう、制裁の実効性を確保するための法的手

当を講ずる。具体的には、現行法で規制対象となっている制裁対象者への電子決済手段の移転に

加え、制裁対象者から第三者へ電子決済手段を移転する取引等も規制対象として追加するととも

に、銀行等と同様に電子決済手段等取引業者に対し、制裁対象者に係る移転でないことを事前に

確認する義務等を課すこととしている。 

 

 

２ 直接的な費用の把握 

③ 「遵守費用」は金銭価値化（少なくとも定量化は必須） 

「遵守費用」、「行政費用」について、それぞれ定量化又は金銭価値化した上で推計すること

が求められる。しかし、全てにおいて金銭価値化するなどは困難なことから、規制を導入した

場合に、国民が当該規制を遵守するため負担することとなる「遵守費用」については、特別な

理由がない限り金銭価値化を行い、少なくとも定量化して明示する。 

 

 本案では、制裁対象者から第三者へ電子決済手段等を移転する取引等を規制対象として追加す

るとともに、電子決済手段等取引業者に対し、制裁対象者に係る移転でないことを事前に確認す

る義務を課すこととしている。電子決済手段等取引業者は改正資金決済法の施行に伴い創設され

る業種であるものの、既に同等の規制を銀行等や資金移動業者（以下、「金融機関等」という）に

対して課しているものであることを踏まえれば、電子決済手段等取引業者にとって遵守費用は一

定程度見通しの立つものとなっている一方で、現時点で電子決済手段の取引実態を事前に予測す

ることは困難であるため、遵守費用の定量化や金銭価値化は困難である。 

 

 

④ 規制緩和の場合、モニタリングの必要性など、「行政費用」の増加の可能性に留意 

規制緩和については、単に「緩和することで費用が発生しない」とするのではなく、緩和

したことで悪影響が発生していないか等の観点から、行政としてモニタリングを行う必要が

生じる場合があることから、当該規制緩和を検証し、必要に応じ「行政費用」として記載す

ることが求められる。 

 

本案では、制裁対象者から第三者へ電子決済手段等を移転する取引等を規制対象として追加す

るとともに、電子決済手段等取引業者に対し、制裁対象者に係る移転でないことを事前に確認す

る義務を課すことにより、当局において発生する行政費用としては、外為法に基づく資本取引規
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制の対象となる電子決済手段等取引に対する許可業務や電子決済手段等取引業者に課される義

務の遵守状況のモニタリングに要する費用がある。本行政費用は、電子決済手段等取引業者が改

正資金決済法の施行に伴い創設される業種であり、取引件数及び個々の取引の内容によって異な

るため、定量化や金銭価値化は困難である。 

 

 

◆簡素化した評価手法による評価◆ 

別に定める要件を満たす場合は、簡素化した評価手法による評価を実施することができる。 

詳細は、「規制に係る政策評価の事務参考マニュアル」第三部参照 

 

 

３ 直接的な効果（便益）の把握 

⑤ 効果の項目の把握と主要な項目の定量化は可能な限り必要 

規制の導入に伴い発生する費用を正当化するために効果を把握することは必須である。定

性的に記載することは最低限であるが、可能な限り、規制により「何がどの程度どうなるの

か」、つまり定量的に記載することが求められる。 

本年６月に成立した改正資金決済法において新設される、電子決済手段及び電子決済手段等取

引業者に対して、暗号資産および暗号資産交換業者と同様の法的手当てを講ずることにより、制

裁の実効性の確保、国際金融システムの安定の維持及び国際的信頼の確保を図ることができる。 

 

 

⑥ 可能であれば便益（金銭価値化）を把握 

把握（推定）された効果について、可能な場合は金銭価値化して「便益」を把握すること

が望ましい。 

 

本案により期待される効果である、制裁の実効性の確保等については、金銭価値化することは

困難である。 

 

 

⑦ 規制緩和の場合は、それにより削減される遵守費用額を便益として推計 

規制の導入に伴い要していた遵守費用は、緩和により消滅又は低減されると思われるが、

これは緩和によりもたらされる結果（効果）であることから、緩和により削減される遵守費

用額は便益として推計する必要がある。また、緩和の場合、規制が導入され事実が発生して

いることから、費用については定性的ではなく金銭価値化しての把握が強く求められてい

る。 
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本案は、規制緩和に該当しない。 

 

 

４ 副次的な影響及び波及的な影響の把握 

⑧ 当該規制による負の影響も含めた「副次的な影響及び波及的な影響」を把握するこ

とが必要 

副次的な影響及び波及的な影響を把握し、記載する。 

※ 波及的な影響のうち競争状況への影響については、「競争評価チェックリスト」の結

果を活用して把握する。 

 

本案による副次的な影響及び波及的な影響は、現在のところ想定できないが、改正外為法全体

の施行後５年を経過した時点において、その施行状況等をモニタリングし検証する。 

 

 

５ 費用と効果（便益）の関係 

⑨ 明らかとなった費用と効果（便益）の関係を分析し、効果（便益）が費用を正当化で

きるか検証 

上記２～４を踏まえ、費用と効果（便益）の関係を分析し、記載する。分析方法は以下の

とおり。 

① 効果（便益）が複数案間でほぼ同一と予測される場合や、明らかに効果（便益）の方

が費用より大きい場合等に、効果（便益）の詳細な分析を行わず、費用の大きさ及び負

担先を中心に分析する費用分析 

② 一定の定量化された効果を達成するために必要な費用を推計して、費用と効果の関係

を分析する費用効果分析 

③ 金銭価値化した費用と便益を推計して、費用と便益の関係を分析する費用便益分析 

 

本年６月に成立した改正資金決済法において新設される、電子決済手段及び電子決済手段等取

引業者に対して、暗号資産および暗号資産交換業者と同様の法的手当てを講ずることにより、制

裁の実効性の確保、国際金融システムの安定の維持及び国際的信頼の確保を図ることができ、こ

の効果は、費用を大きく上回ると考えられる。今回の法改正は、外為法の取引の自由の原則に則

っており、今回の規制により制限されるものは制裁に関するものに限られている。顧客に制裁対

象者がいないかの確認は、制裁対象者へ支払いを行うことがないよう、現状でも既に金融機関等

に求められている内容と同等のものであり、また、制裁対象者からの電子決済手段の移転の依頼

に際しての確認は、「顧客に制裁対象者がいないかの確認」を実施していれば対応可能な内容で

あることを踏まえれば、電子決済手段取引全体に与える影響は僅少と考えられる。 
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６ 代替案との比較 

⑩ 代替案は規制のオプション比較であり、各規制案を費用・効果（便益）の観点から 

比較考量し、採用案の妥当性を説明 

代替案とは、「非規制手段」や現状を指すものではなく、規制内容のオプション（度合

い）を差し、そのオプションとの比較により導入しようとする規制案の妥当性を説明する。 

 

 本年６月に成立した改正資金決済法において新設される、電子決済手段及び電子決済手段等取

引業者に対して、暗号資産および暗号資産交換業者と同様の法的手当てを講ずることで、制裁の

実効性の確保、国際金融システムの安定の維持及び国際的信頼の確保を図るもの。 

 

（代替案：電子決済手段等取引業者による自主規制） 

[費用・効果] 

自主規制では法律上の義務を課すことができず、罰則により規制を担保することもできないた

め、電子決済手段が制裁の抜け穴として悪用されないよう制裁の実効性の確保等を図るために

は、本案によることが適当である。 

 

[本案と代替案の比較] 

対外取引の正常な発展並びに我が国又は国際社会の平和及び安全の維持のための必要最小限

の管理又は調整を行うとの外為法の目的に照らし、本案を採用することが適当と判断した。 

 

 

７ その他の関連事項 

⑪ 評価の活用状況等の明記 

規制の検討段階やコンサルテーション段階で、事前評価を実施し、審議会や利害関係者から

の情報収集などで当該評価を利用した場合は、その内容や結果について記載する。また、評価

に用いたデータや文献等に関する情報について記載する。 

 

関税・外国為替等審議会 外国為替等分科会を開催し、有識者からの意見を聴取した。 
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８ 事後評価の実施時期等 

⑫ 事後評価の実施時期の明記 

事後評価については、規制導入から一定期間経過後に、行われることが望ましい。導入した

規制について、費用、効果（便益）及び間接的な影響の面から検証する時期を事前評価の時点

で明確にしておくことが望ましい。 

なお、実施時期については、規制改革実施計画（平成 26年 6 月 24 日閣議決定）を踏まえる

こととする。 

 

改正外為法全体の施行後５年を経過した時点において、その施行の状況を検証し、必要がある

と認めるときは、本規定について検討を加える予定である。 

 

 

⑬ 事後評価の際、費用、効果（便益）及び間接的な影響を把握するための指標等をあら

かじめ明確にする。 

事後評価の際、どのように費用、効果（便益）及び間接的な影響を把握するのか、その把握

に当たって必要となる指標を事前評価の時点で明確にしておくことが望ましい。規制内容に

よっては、事後評価までの間、モニタリングを行い、その結果を基に事後評価を行うことが必

要となるものもあることに留意が必要 

  

改正外為法全体の施行後の電子決済手段等取引業者における資産凍結等の実施状況をモニタ

リングすることにより、費用対効果及び間接的影響を確認することとする。 
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規制の事前評価書（要旨） 

 
法律又は政令の名称 国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十

七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の

一部を改正する法律案 

規制の名称 外国為替取引等取扱業者遵守基準の策定 

規制の区分 新設、改正（拡充、緩和）、廃止 

担当部局 財務省国際局調査課 

評価実施時期 令和４年 10 月  

規制の目的、内容及び必要性 現行の外国為替及び外国貿易法（昭和 24 年法律第 228 号。以下、「外為法」という）で
は、銀行や資金移動業者等（以下、「金融機関等」という）に対し、顧客の支払及び資本取

引に係る同法上の規制の該非に係る確認義務や顧客の本人確認義務が課されている。一方
で、資産凍結措置を適切に実施するための態勢の整備を求める規定が法律上義務づけられ
ておらず、不十分な態勢で外為法の適用を受ける取引を行い、許可義務違反が生じるおそ

れがあっても、許可義務違反がない限りその是正を求めることができるものとなっておら
ず、資産凍結措置の潜脱を適切に防止する態勢が万全となっていない。 
また、ＦＡＴＦ勧告では金融機関等による資産凍結措置の適切な実施や当該措置の履行

状況について、当局による適切なモニタリングの実施が求められている。 
これらに対応するため、本案により、金融機関等に対し、主務大臣が定める基準「外国為

替取引等取扱業者遵守基準」に従って資産凍結措置を適切に実施する態勢整備義務を課す

ことで、当局による適切なモニタリングの実施の確保につながり、資産凍結措置の実効性
の更なる強化、国際金融システムの安定の維持及び国際的信頼の確保を図るもの。 

直接的な費用の把握 費用の要素 

③「遵守費用」は金銭価値化（少なくとも定量化は必須） 

 （遵守費用） 本案では、「外国為替取引等取扱業者遵守基準」に従って資産凍結措置を適切に実施する
態勢整備義務を課すことになるが、既に多くの金融機関等において自主的に対応している
ことから、遵守費用は一定程度織り込まれている。 

（行政費用） ④規制緩和の場合、モニタリングの必要性など、「行政費用」の増加の可能性に留意 
本案では、「外国為替取引等取扱業者遵守基準」に従って資産凍結措置を適切に実施する

態勢整備義務を課すこととなるが、既に金融機関等による資産凍結措置の履行状況につい

て一定のモニタリング等を実施していることから、本案に基づくモニタリングに要する行
政費用の太宗は現行のモニタリング等に係る行政費用に一定程度織り込まれている。 

直接的な効果（便益）の把握 便益の要素 

⑤効果の項目の把握と主要な項目の定量化は可能な限り必要 
「外国為替取引等取扱業者遵守基準」を定め、金融機関等が当該基準に従って資産凍結措

置を適切に実施する態勢整備義務を課すことにより、資産凍結措置の実効性の更なる強化、
国際金融システムの安定の維持及び国際的信頼の確保を図ることができる。 
⑥可能であれば便益（金銭価値化）を把握 

本案により期待される効果である、資産凍結措置の実効性の更なる強化等については、
金銭価値化することは困難である。 
⑦規制緩和の場合は、それにより削減される遵守費用額を便益として推計 

本案は、規制緩和に該当しない。 

副次的な影響及び 

波及的な影響の把握 

⑧当該規制による負の影響も含めた「副次的な影響及び波及的な影響」を把握することが

必要 
本案による副次的な影響及び波及的な影響は、現在のところ想定できないが、改正外為

法全体の施行後５年を経過した時点において、その施行状況等をモニタリングし検証する。 

費用と効果（便益）の関係 ⑨明らかとなった費用と効果（便益）の関係を分析し、効果（便益）が費用を正当化できる
か検証 

資産凍結措置を適切に実施する態勢整備義務について、既に多くの金融機関等において

自主的に対応し、遵守費用は一定程度織り込まれている。当該規制により効果が見込まれ
る制裁の実効性の更なる強化、国際金融システムの安定の維持及び国際的信頼の確保を図
ることができ、この効果は、費用を大きく上回ると考えられる。 

代替案との比較 ⑩代替案は規制のオプション比較であり、各規制案を費用・効果（便益）の観点から比較考
量し、採用案の妥当性を説明 

 資産凍結措置を適切に実施するための態勢の整備を求める規定が法律上義務づけられて
おらず、またＦＡＴＦ勧告では金融機関等による資産凍結措置の適切な実施や当該措置の
履行状況について、適切なモニタリングの実施が求められている。これらに対応するため、

「外国為替取引等取扱業者遵守基準」を定め、金融機関等に対し、当該基準に従って資産
凍結措置を適切に実施する態勢整備義務を課すことで、当局による適切なモニタリングの
実施の確保につながり、資産凍結措置の実効性の更なる強化、国際金融システムの安定の

維持及び国際的信頼の確保を図るもの。 
 
（代替案：金融機関等による自主規制） 

[費用・効果] 
 自主規制では、不十分な態勢で外為法の適用を受ける取引を行い、許可義務違反が生じ
る恐れがあっても、許可義務違反がない限りその是正を求めることができる規定となって

おらず、制裁の実効性の更なる強化を図るためには、本案によることが適当である。 
[本案と代替案の比較] 
 対外取引の正常な発展並びに我が国又は国際社会の平和及び安全の維持のための必要最

小限の管理又は調整を行うとの外為法の目的に照らし、本案を採用することが適当と判断
した。 

別添３ 
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その他の関連事項 ⑪評価の活用状況等の明記 
関税・外国為替等審議会 外国為替等分科会を開催し、有識者からの意見を聴取した。 

事後評価の実施時期等 ⑫事後評価の実施時期の明記 

 改正外為法全体の施行後５年を経過した時点において、その施行の状況を検証し、必要
があると認めるときは、本規定について検討を加える予定である。 
⑬事後評価の際、費用、効果（便益）及び間接的な影響を把握するための指標等をあらかじ

め明確にする。 
 改正外為法全体の施行後において、金融機関等における資産凍結措置の態勢整備の実施
状況をモニタリングすることにより、費用対効果及び間接的影響を確認することとする。 

備考  
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【様式１】                            

規制の事前評価書 

 

法律又は政令の名称： 国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決

議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措

置法等の一部を改正する法律案 

規 制 の 名 称： 外国為替取引等取扱業者遵守基準の策定         

規 制 の 区 分：新設、改正（拡充、緩和）、廃止 ※いずれかに○印を付す。 

  担 当 部 局： 財務省国際局調査課                    

  評 価 実 施 時 期： 令和４年 10 月                      

 

 

１ 規制の目的、内容及び必要性 

① 規制を実施しない場合の将来予測（ベースライン） 

「規制の新設又は改廃を行わない場合に生じると予測される状況」について、明確かつ簡

潔に記載する。なお、この「予測される状況」は 5～10年後のことを想定しているが、課題

によっては、現状をベースラインとすることもあり得るので、課題ごとに判断すること。

（現状をベースラインとする理由も明記） 

 

 現行の外国為替及び外国貿易法（昭和 24 年法律第 228 号。以下、「外為法」という）では、銀

行や資金移動業者等（以下、「金融機関等」という）に対し、顧客の支払及び資本取引に係る同

法上の規制の該非に係る確認義務や顧客の本人確認義務が課されている。一方で、資産凍結措置

を適切に実施するための態勢の整備を求める規定が法律上義務づけられておらず、不十分な態

勢で外為法の適用を受ける取引を行い、許可義務違反が生じるおそれがあっても、許可義務違反

がない限りその是正を求めることができるものとなっておらず、資産凍結措置の潜脱を適切に

防止する態勢が万全となっていない。 

また、ＦＡＴＦ勧告では金融機関等による資産凍結措置の適切な実施や当該措置の履行状況

について、当局による適切なモニタリングの実施が求められている。 

これらに対応するため、本案により、金融機関等に対し、主務大臣が定める基準「外国為替取

引等取扱業者遵守基準」に従って資産凍結措置を適切に実施する態勢整備義務を課すことで、当

局による適切なモニタリングの実施の確保につながり、資産凍結措置の実効性の更なる強化、国

際金融システムの安定の維持及び国際的信頼の確保を図るもの。 

 

 

② 課題、課題発生の原因、課題解決手段の検討（新設にあっては、非規制手段との比較に

より規制手段を選択することの妥当性） 
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課題は何か。課題の原因は何か。課題を解決するため「規制」手段を選択した経緯（効果

的、合理的手段として、「規制」「非規制」の政策手段をそれぞれ比較検討した結果、「規

制」手段を選択したこと）を明確かつ簡潔に記載する。 

 

［課題及びその原因］ 

 上記①のとおり 

 

［課題解決手段の検討］ 

「外国為替取引等取扱業者遵守基準」を定め、金融機関等が当該基準に従って資産凍結措置を

適切に実施する態勢整備義務を課す必要がある。 

 

 

２ 直接的な費用の把握 

③ 「遵守費用」は金銭価値化（少なくとも定量化は必須） 

「遵守費用」、「行政費用」について、それぞれ定量化又は金銭価値化した上で推計すること

が求められる。しかし、全てにおいて金銭価値化するなどは困難なことから、規制を導入した

場合に、国民が当該規制を遵守するため負担することとなる「遵守費用」については、特別な

理由がない限り金銭価値化を行い、少なくとも定量化して明示する。 

 

本案では、「外国為替取引等取扱業者遵守基準」に従って資産凍結措置を適切に実施する態勢

整備義務を課すことになるが、既に多くの金融機関等において自主的に対応していることから、

遵守費用は一定程度織り込まれている。 

 

 

④ 規制緩和の場合、モニタリングの必要性など、「行政費用」の増加の可能性に留意 

規制緩和については、単に「緩和することで費用が発生しない」とするのではなく、緩和

したことで悪影響が発生していないか等の観点から、行政としてモニタリングを行う必要が

生じる場合があることから、当該規制緩和を検証し、必要に応じ「行政費用」として記載す

ることが求められる。 

 

本案では、「外国為替取引等取扱業者遵守基準」に従って資産凍結措置を適切に実施する態勢

整備義務を課すこととなるが、既に金融機関等による資産凍結措置の履行状況について一定のモ

ニタリング等を実施していることから、本案に基づくモニタリングに要する行政費用の太宗は現

行のモニタリング等に係る行政費用に一定程度織り込まれている。 
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◆簡素化した評価手法による評価◆ 

別に定める要件を満たす場合は、簡素化した評価手法による評価を実施することができる。 

詳細は、「規制に係る政策評価の事務参考マニュアル」第三部参照 

 

 

３ 直接的な効果（便益）の把握 

⑤ 効果の項目の把握と主要な項目の定量化は可能な限り必要 

規制の導入に伴い発生する費用を正当化するために効果を把握することは必須である。定

性的に記載することは最低限であるが、可能な限り、規制により「何がどの程度どうなるの

か」、つまり定量的に記載することが求められる。 

「外国為替取引等取扱業者遵守基準」を定め、金融機関等が当該基準に従って資産凍結措置を

適切に実施する態勢整備義務を課すことにより、資産凍結措置の実効性の更なる強化、国際金融

システムの安定の維持及び国際的信頼の確保を図ることができる。 

 

 

⑥ 可能であれば便益（金銭価値化）を把握 

把握（推定）された効果について、可能な場合は金銭価値化して「便益」を把握すること

が望ましい。 

 

本案により期待される効果である、資産凍結措置の実効性の更なる強化等については、金銭価

値化することは困難である。 

 

 

⑦ 規制緩和の場合は、それにより削減される遵守費用額を便益として推計 

規制の導入に伴い要していた遵守費用は、緩和により消滅又は低減されると思われるが、

これは緩和によりもたらされる結果（効果）であることから、緩和により削減される遵守費

用額は便益として推計する必要がある。また、緩和の場合、規制が導入され事実が発生して

いることから、費用については定性的ではなく金銭価値化しての把握が強く求められてい

る。 

 

本案は、規制緩和に該当しない。 
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４ 副次的な影響及び波及的な影響の把握 

⑧ 当該規制による負の影響も含めた「副次的な影響及び波及的な影響」を把握するこ

とが必要 

副次的な影響及び波及的な影響を把握し、記載する。 

※ 波及的な影響のうち競争状況への影響については、「競争評価チェックリスト」の結

果を活用して把握する。 

 

本案による副次的な影響及び波及的な影響は、現在のところ想定できないが、改正外為法全体

の施行後５年を経過した時点において、その施行状況等をモニタリングし検証する。 

 

 

５ 費用と効果（便益）の関係 

⑨ 明らかとなった費用と効果（便益）の関係を分析し、効果（便益）が費用を正当化で

きるか検証 

上記２～４を踏まえ、費用と効果（便益）の関係を分析し、記載する。分析方法は以下の

とおり。 

① 効果（便益）が複数案間でほぼ同一と予測される場合や、明らかに効果（便益）の方

が費用より大きい場合等に、効果（便益）の詳細な分析を行わず、費用の大きさ及び負

担先を中心に分析する費用分析 

② 一定の定量化された効果を達成するために必要な費用を推計して、費用と効果の関係

を分析する費用効果分析 

③ 金銭価値化した費用と便益を推計して、費用と便益の関係を分析する費用便益分析 

 

資産凍結措置を適切に実施する態勢整備義務について、既に多くの金融機関等において自主的

に対応し、遵守費用は一定程度織り込まれている。当該規制により効果が見込まれる制裁の実効

性の更なる強化、国際金融システムの安定の維持及び国際的信頼の確保を図ることができ、この

効果は、費用を大きく上回ると考えられる。 

 

 

６ 代替案との比較 

⑩ 代替案は規制のオプション比較であり、各規制案を費用・効果（便益）の観点から 

比較考量し、採用案の妥当性を説明 

代替案とは、「非規制手段」や現状を指すものではなく、規制内容のオプション（度合

い）を差し、そのオプションとの比較により導入しようとする規制案の妥当性を説明する。 
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資産凍結措置を適切に実施するための態勢の整備を求める規定が法律上義務づけられておら

ず、またＦＡＴＦ勧告では金融機関等による資産凍結措置の適切な実施や当該措置の履行状況に

ついて、適切なモニタリングの実施が求められている。これらに対応するため、「外国為替取引

等取扱業者遵守基準」を定め、金融機関等に対し、当該基準に従って資産凍結措置を適切に実施

する態勢整備義務を課すことで、当局による適切なモニタリングの実施の確保につながり、資産

凍結措置の実効性の更なる強化、国際金融システムの安定の維持及び国際的信頼の確保を図るも

の。 

 

（代替案：金融機関等による自主規制） 

[費用・効果] 

自主規制では、不十分な態勢で外為法の適用を受ける取引を行い、許可義務違反が生じる恐れ

があっても、許可義務違反がない限りその是正を求めることができる規定となっておらず、制裁

の実効性の更なる強化を図るためには、本案によることが適当である。 

[本案と代替案の比較] 

対外取引の正常な発展並びに我が国又は国際社会の平和及び安全の維持のための必要最小限

の管理又は調整を行うとの外為法の目的に照らし、本案を採用することが適当と判断した。 

 

 

７ その他の関連事項 

⑪ 評価の活用状況等の明記 

規制の検討段階やコンサルテーション段階で、事前評価を実施し、審議会や利害関係者から

の情報収集などで当該評価を利用した場合は、その内容や結果について記載する。また、評価

に用いたデータや文献等に関する情報について記載する。 

 

関税・外国為替等審議会 外国為替等分科会を開催し、有識者からの意見を聴取した。 

 

 

８ 事後評価の実施時期等 

⑫ 事後評価の実施時期の明記 

事後評価については、規制導入から一定期間経過後に、行われることが望ましい。導入した

規制について、費用、効果（便益）及び間接的な影響の面から検証する時期を事前評価の時点

で明確にしておくことが望ましい。 

なお、実施時期については、規制改革実施計画（平成 26年 6 月 24 日閣議決定）を踏まえる

こととする。 
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改正外為法全体の施行後５年を経過した時点において、その施行の状況を検証し、必要がある

と認めるときは、本規定について検討を加える予定である。 

 

⑬ 事後評価の際、費用、効果（便益）及び間接的な影響を把握するための指標等をあら

かじめ明確にする。 

事後評価の際、どのように費用、効果（便益）及び間接的な影響を把握するのか、その把握

に当たって必要となる指標を事前評価の時点で明確にしておくことが望ましい。規制内容に

よっては、事後評価までの間、モニタリングを行い、その結果を基に事後評価を行うことが必

要となるものもあることに留意が必要 

  

改正外為法全体の施行後において、金融機関等における資産凍結措置の態勢整備の実施状況を

モニタリングすることにより、費用対効果及び間接的影響を確認することとする。 
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規制の事後評価書（要旨） 

 
法律又は政令の名称 通関業法 

規制の名称 通関業制度の見直し 

規制の区分 新設、改正（拡充、緩和）、廃止 

担当部局 関税局業務課 

評価実施時期 令和５年３月 

事前評価時の想定と比較 ①課題を取り巻く社会経済情勢や科学技術の変化による影響及び想定外の影響の発現の有

無 
規制に対して、社会経済情勢や科学技術の変化による影響及び想定していなかった影響

は生じていない。 

 
②事前評価時におけるベースラインの検証 
規制の事前評価後、規制に対して、社会経済情勢や科学技術の変化による影響は生じて

おらず、ベースラインに変更はない。 
 

③必要性の検証 

輸出入申告官署の自由化への対応及び通関手続を取り巻く環境の変化への対応のために
は、引き続き規制は必要である。 
 

費用、効果（便益）及び間接的な影響
の把握 
 

④「遵守費用」の把握 
通関士の設置免除の特例の廃止に係る新たな通関士設置費用が発生したことが考えられ

るが、発生したコストは限定的である。また、その定量化は困難である。 

 
⑤「行政費用」の把握 

業務改善命令が可能となったことにより発生した行政費用は限定的である。また、その

定量化は困難である。 
 
⑥効果（定量化）の把握 

・ 営業区域制限の廃止に併せて AEO 通関業者による輸出入申告官署の自由化が実現
した。また、通関業者における事務の効率化及びコスト削減が可能となった。 

・ 通関業者が提供するサービスの内容やコストに応じて、自由に通関業務料金を設

定することができており、通関業者の公正かつ自由な競争の確保が可能となった。 
・ 通関士の設置免除に係る特例の廃止については、営業所において通関士が確保さ
れることとなり、地方港の貿易量の増加や取扱貨物の多様化に対応し、通関の適正

化・迅速化に資することになった。 
また、専任の通関士の要件の緩和については、複数の営業所を兼任している通関

士は増加しており、通関士の柔軟な設置に寄与することになった。 

・ 業務改善命令については、業務停止や許可の取消しに至る前に、業務改善命令に
より、当該通関業者の適正な業務の運営が可能となった。 

なお、上記に係る効果の定量化は困難である。 

 
⑦便益（金銭価値化）の把握 

通関業者から提出された営業報告書を基にした通関業者の全事業収入に占める通関業収

入の割合が増加した。 
 

⑧「副次的な影響及び波及的な影響」の把握 

通関士の柔軟な設置及び営業所の柔軟な設置が可能となったことにより、通関業者が、
新型コロナウイルス感染症の感染拡大時において、集団感染のリスクを軽減しつつ、その
事業を継続することがより容易になった。 

 

考察 ⑨把握した費用、効果（便益）及び間接的な影響に基づく妥当性の検証 

規制により発生する遵守費用及び行政費用は限定的である一方で、通関業者による輸出
入申告官署の自由化への対応が可能となっている。また、営業所の統廃合による事務の効
率化及びコスト削減等が可能となることにより、通関手続を取り巻く環境の変化への対応

が図られている。さらに、通関業者の全事業における通関業収入の割合が増加している。 
以上から、規制に係る費用は限定的であり、一定の効果・便益があると認められること

から、規制を継続することが妥当であると考えられる。 

 

備考  

 

別添４ 
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規制の事後評価書 

 

法律又は政令の名称： 通関業法                        

規 制 の 名 称： 通関業制度の見直し                   

規 制 の 区 分：新設、改正（拡充、緩和）、廃止 ※いずれかに○印を付す。 

  担 当 部 局： 関税局業務課                      

  評 価 実 施 時 期： 令和５年３月                      

 

 

１ 事前評価時の想定との比較 

① 課題を取り巻く社会経済情勢や科学技術の変化による影響及び想定外の影響の発現

の有無 

規制の事前評価後、課題を取り巻く社会経済情勢や科学技術の変化による影響が生じて 

いる場合、その影響について記載する。また、規制の事前評価時には想定していなかった影

響が発現していないかを確認し、発現の有無及びその内容を記載する。 

 

規制の事前評価後において、新型コロナウイルス感染症の感染拡大や越境電子商取引の拡大

による輸入小口急送貨物の急増等の通関手続を取り巻く環境に変化があったが、規制に対し

て、社会経済情勢や科学技術の変化による影響及び想定していなかった影響は生じていない。 

 

② 事前評価時におけるベースラインの検証 

規制の事前評価後、大幅な社会経済情勢等の変化による影響があった場合は、これを差 

し引いた上で、事後評価のためのベースライン（もし当該規制が導入されなかったら、ある

いは緩和されなかったらという仮想状況）を設定する。 

 

規制の事前評価時においては、規制を実施しない場合には、営業区域制限が廃止されないため

に通関業者が輸出入申告官署の自由化に十分に対応できない状況、専任の通関士を設置しなけれ

ばならないこと及び通関業者が自由に通関業務料金を設定できないことにより、通関業者及び税

関の昨今の通関手続を取り巻く環境の変化への対応が不十分となる状況をベースラインとして

想定していた。 

規制の事前評価後、規制に対して、社会経済情勢や科学技術の変化による影響は生じておらず、

ベースラインに変更はない。 

 

  

-336-



2 
 

③ 必要性の検証 

規制の事前評価後に生じた、課題を取り巻く社会経済情勢や科学技術の変化による影響又

は想定していなかった影響の発現を踏まえた上で、当該規制の必要性について改めて検証

し、記載する。 

 

規制の事前評価後、規制に対して、社会経済情勢や科学技術の変化による影響及び想定してい

なかった影響は生じていない。よって、輸出入申告官署の自由化への対応及び通関手続を取り巻

く環境の変化への対応のためには、引き続き規制は必要である。 

 

２ 費用、効果（便益）及び間接的な影響の把握 

④ 「遵守費用」の把握 

「遵守費用」、「行政費用」について、それぞれ定量化又は金銭価値化した上、把握すること

が求められるが、特に「遵守費用」については、金銭価値化した上で把握することが求められ

る。その上で、事前評価時の費用推計と把握した費用を比較し、かい離がある場合、その理由

を記載する。 

 

通関士の設置免除の特例の廃止に係る新たな通関士設置費用が発生したことが考えられるが、

営業区域制限の廃止による営業所の統廃合が可能となったこと、専任の通関士の要件を緩和して

いること等から、発生したコストは限定的と考える。また、その定量化は困難である。 

 

⑤ 「行政費用」の把握  

行政費用については、定量化又は金銭価値化した上、把握することが求められる。特に規

制緩和については、緩和したことで悪影響が発生していないか等の観点から、行政としてモ

ニタリングを行う必要が生じる場合があることから、当該規制緩和に基づく費用を検証し

「行政費用」として記載することが求められる。また、事前評価時の費用推計と把握した費

用を比較し、かい離がある場合、その理由を記載する。 

 

業務改善命令について、規制の事前評価以前より通関業者に対する必要な指導等の監督権限を

行使するものとなっており、業務改善命令が可能となったことにより発生した行政費用は限定的

と考える。また、その定量化は困難である。 
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⑥ 効果（定量化）の把握 

規制の事前評価時に見込んだ効果が発現しているかの観点から事前評価時に設定した指標

に基づき効果を可能な限り定量的に把握する。また、事前評価時の効果推計と把握した効果

を比較し、かい離がある場合、その理由を記載する。 

 

① 営業区域制限の廃止に併せて AEO 通関業者による輸出入申告官署の自由化が実現したこ

とに伴い、AEO 通関業者は自らの経営判断により輸出入申告官署を選択することが可能とな

り、事業の効率化等に資することとなったものと考える。また、営業所の数が、2,131 営業

所（H29.4.1）⇒2,063 営業所（R4.4.1）と約 3.2％減少しており、この減少の要因の一つと

して営業区域制限の廃止に伴う営業所の統廃合が考えられるところ、通関業者における事務

の効率化及びコスト削減の観点から効果があったものと考える。 

② 通関業者が、提供するサービスの内容やコストに応じて、自由に通関業務料金を設定する

ことができており、通関業者の公正かつ自由な競争の確保の観点から効果があったものと考

える。 

③ 通関士の設置免除に係る特例の廃止については、営業所において通関士が確保されること

となったため、地方港の貿易量の増加や取扱貨物の多様化に対応し、通関の適正化・迅速化

に資することになったものと考える。 

また、専任の通関士の要件の緩和については、複数の営業所を兼任している通関士は増加

しており、通関士の柔軟な設置に寄与することになったものと考える。 

④ 業務改善命令については、業務停止や許可の取消しに至る前に、業務改善命令により、当

該通関業者の適正な業務の運営が確保されていることから、企業経営を早期に是正する観点

から効果があったものと考える。 

なお、上記①から④に係る効果の定量化は困難である。 

 

⑦ 便益（金銭価値化）の把握 

把握された効果について、可能な限り金銭価値化して「便益」を把握することが望まし

い。なお、緩和により削減された遵守費用額は便益として把握する必要がある。また、事前

評価時の便益推計と把握した便益を比較し、かい離がある場合、その理由を記載する。 

 

通関業者から提出された営業報告書を基にした通関業者の全事業収入に占める通関業収入の

割合については、約 0.5％（H29 年度）⇒約 0.66％（R3 年度）と約 0.16 ポイント増加した。 
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⑧ 「副次的な影響及び波及的な影響」の把握 

副次的な影響及び波及的な影響を把握し、記載する。また、規制の事前評価時に意図して

いなかった負の影響について把握し、記載する。さらに、事前評価時に想定した影響と把握

した影響を比較し、かい離がある場合、その理由を記載する。 

※ 波及的な影響のうち競争状況への影響の把握・分析の方法については、公正取引委員会

が作成するマニュアルを参照のこと。 

※ 規制の事前評価時に意図していなかった負の影響の把握については、ステークホルダー

からの情報収集又はパブリックコメントなどの手法を用いることにより幅広く把握するこ

とが望まれる。 

 

 専任の通関士の要件緩和による通関士の柔軟な設置及び営業区域制限の廃止により営業所の

柔軟な設置が可能となったことにより、通関業者が、新型コロナウイルス感染症の感染拡大時に

おいて、集団感染のリスクを軽減しつつ、その事業を継続することがより容易になったものと考

えられる。また、規制の事前評価時に意図していなかった負の影響は認められなかった。 

 

３ 考察 

⑨ 把握した費用、効果（便益）及び間接的な影響に基づく妥当性の検証 

把握した費用、効果（便益）及び間接的な影響に基づき、規制の新設又は改廃の妥当性につ

いて考察を行う。また、考察に基づき、今後の対応について検討し、その結果を記載する。 

 

規制の事前評価後において、新型コロナウイルス感染症の感染拡大や越境電子商取引の拡大に

よる輸入小口急送貨物の急増等の通関手続を取り巻く環境に変化があったが、規制に対して、社

会経済情勢や科学技術の変化による影響及び想定していなかった影響は生じていない。 

規制により発生する遵守費用及び行政費用は限定的である一方で、通関業者による輸出入申告

官署の自由化への対応が可能となっている。また、営業所の統廃合による事務の効率化及びコス

ト削減、自由な通関業務料金の設定による通関業者の公平かつ自由な競争、専任の通関士の要件

緩和による通関士の柔軟な設置等が可能となることにより、通関手続を取り巻く環境の変化への

対応が図られている。さらに、通関業者の全事業における通関業収入の割合が増加している。 

以上から、規制に係る費用は限定的であり、一定の効果・便益があると認められることから、

規制を継続することが妥当であると考えられる。 

  

 

※ 当該規制に係る規制の事前評価書を添付すること。 
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規制の事前評価書 

 

１．政策の名称 

  通関業制度の見直し 

 ○ 関連する政策の目標 

   政策目標５：貿易の秩序維持と健全な発展  

    政策目標５－３：関税等の適正な賦課及び徴収、社会悪物品等の密輸阻止並びに税

関手続における利用者利便の向上 

     政５－３－１：関税等の適正な賦課及び徴収、政５－３－３：税関手続における

利用者利便の向上 

 

２．担当部局 

  関税局業務課 

  

３．評価の実施時期 

  平成 28 年１月 

 

４．規制の目的、内容及び必要性等 

輸出入申告官署の自由化に伴い、通関業法（昭和 42 年法律第 122 号）に規定する通関業

の営業区域制限を廃止するとともに、昨今の通関手続を取り巻く環境の変化を踏まえた見

直しを行う。 

 

 規制の新設又は改廃に係る具体的な改革案は以下のとおりである。 

① 輸出入申告官署の自由化に伴い、通関業法の営業区域制限を廃止等する。 

② 通関業務料金について、財務大臣が必要な定めをすることができる旨の規定を廃止し、

通関業者が提供するサービスの内容やコストに応じて、自由に通関業務の料金を設定す

ることを可能とする。 

③ 取り扱う通関業務が通関士の設置が必要とされる地域以外でのみ行われることとなっ

ている場合には、通関士の設置が免除されているが、地方港における貿易量の増大、取

扱貨物の多様化等を踏まえ、この特例を廃止する。なお、この特例の廃止には５年程度

の猶予期間を設ける。 

また、通関業者が営業所ごとに１人以上の通関士を置かなければならないこととされ

ている通関士の専任の要件を緩和する。 

④ 通関業の適正な遂行のため必要があると認めるときに業務改善を命ずることを可能と

する規定を新設する。 

 

５．有識者の見解及び代替案の検討 

・ 平成 26 年 12 月の関税・外国為替等審議会の答申において、申告官署の自由化が引き

続き検討すべき事項として位置付けられ、その中で、通関業の営業区域制限を廃止する
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ことが基本的方向性の一つとされるとともに、通関業法についても、「輸出入申告官署の

自由化に伴う改正を機に、通関業・通関士制度全般にわたり論点を整理のうえ、必要な

見直しを検討することが適当と考える。」とされた。 

・ 平成 27 年４月から６月にかけて、学識経験者、貿易関係者を委員とした「申告官署の

自由化・通関業制度のあり方に関する研究会」を開催し、通関業制度全般に係る論点に

ついて検討を行い、その結果をとりまとめた。 

・ 当該とりまとめについて公表したうえで広く意見募集を行い、その結果を踏まえて、

同年 10 月から 12 月にかけて、関税・外国為替等審議会関税分科会において、審議が行

われた。 

・ 同年 12 月 16 日に、関税・外国為替等審議会において、上記４．の改革案の内容を含

む制度改正案について答申が行われた（資料）。 

 

  以上のとおり、各改革案を決定するにあたっては、多くの学識経験者、貿易関係者等の

有識者間での議論が行われている。 

その議論を踏まえると、有効な代替案は想定されない。 

 

６．規制の費用、便益及び評価 

 ① 遵守費用、行政費用及びその他の社会的費用は特に発生しない。 

一方、通関業者は、新たに通関業の許可を受けることなく営業区域を拡大し、申告官

署の自由化に対応することが可能となる。 

② 遵守費用、行政費用及びその他の社会的費用は特に発生しない。 

一方、通関業者は、提供するサービスの内容やコストに応じ、自由に通関業務料金を設

定することが可能となる。 

③ 遵守費用として、新たに通関士を設置するための費用が発生するが、行政費用及びそ

の他の社会的費用は特に発生しない。 

一方、地方港における貿易量の増大、取扱貨物の多様化等の環境変化に対応するため、

通関士による申告書類の審査が行われることにより、通関の一層の適正化、迅速化が図

られることとなる。また、専任の通関士の要件の緩和により、通関業者が業務量に応じ

た通関士の設置を行うことが可能となり、効率的な業務運営が可能となる。 

④ 業務改善命令に係る費用が発生する一方で、業務停止や許可の取消しに至る前に、業

務改善命令により通関業者の適正な業務運営を確保することが可能となる。 

 

以上から、改革案を採用することが適当である。 

 

７．レビューを行う時期 

  本改革案の施行後５年間を経過した場合において、検討を加え、必要があると認めると

きは、その結果に基づいて所要の措置を講ずることとする。 
 

以 上 
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